
は
じ
め
に

京
都
の
臨
済
宗
の
禅
寺
で
、
京
都
五
山
第
二
位
の
相
国
寺
に
、
近
世
前
期

の
文
化
に
多
大
な
足
跡
を
残
し
た
後
水
尾
院
（
一
五
九
六
〜
一
六
八
〇
）
の

御
影
が
伝
来
し
て
い
る
。
後
水
尾
院
は
第
一
〇
八
代
の
天
皇
で
、
寛
永
六
年

（
一
六
二
九
）
に
譲
位
し
た
後
、
四
人
の
子
が
天
皇
に
即
位
し
た
間
、
な
が

く
院
政
を
し
き
、
近
世
前
期
の
古
典
復
興
の
気
運
の
中
心
に
あ
っ
て
文
化
を

担
っ
た
人
物
で
あ
る
。
当
時
の
相
国
寺
に
は
、
後
水
尾
院
の
外
戚
筋
に
あ
た

る
鳳
林
承
章
（
一
五
九
三
〜
一
六
六
八
）
が
お
り
、
両
者
の
交
流
は
、
寛
永

十
二
年
（
一
六
三
五
）
か
ら
寛
文
八
年
（
一
六
六
八
）
ま
で
の
三
十
余
年
に

（
�
）

鳳
林
が
残
し
た
日
記
、『
隔
蓂
記
』（
鹿
苑
寺
蔵
）
に
詳
し
い
。
な
お
、
後
水

尾
院
の
行
状
に
つ
い
て
は
、
熊
倉
功
夫
氏
や
久
保
貴
子
氏
に
よ
る
研
究
が
あ

（
�
）り、
藤
井
譲
治
氏
、
吉
岡
真
之
氏
の
監
修
に
よ
り
、
実
録
が
刊
行
さ
れ
て
い

（
�
）る。
ま
た
、
近
年
日
下
幸
男
氏
に
よ
っ
て
詳
細
な
年
譜
も
ま
と
め
ら
れ
て
い

（
�
）る。
寛
永
文
化
の
主
導
者
と
し
て
様
々
な
観
点
か
ら
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
、

そ
の
宗
教
活
動
に
つ
い
て
は
、
倉
光
活
文
氏
に
よ
っ
て
黄
檗
宗
と
の
関
係

が
、
ま
た
辻
善
之
助
氏
に
よ
っ
て
譲
位
後
の
禅
宗
信
仰
の
変
遷
を
と
ら
え
た

（
�
）

論
考
な
ど
が
あ
る
。

後
水
尾
院
は
そ
の
御
影
の
多
さ
も
知
ら
れ
て
い
る
。
藤
懸
静
也
氏
の
論
考

（
�
）

で
複
数
の
御
影
の
存
在
と
そ
の
特
徴
が
報
告
さ
れ
、
そ
の
後
、
是
沢
恭
二
氏

（
�
）

に
よ
っ
て
二
十
余
幅
の
後
水
尾
院
御
影
の
存
在
が
、
さ
ら
に
門
脇
む
つ
み
氏

（
�
）

に
よ
っ
て
三
十
点
余
現
存
が
確
認
で
き
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

本
稿
で
は
相
国
寺
に
残
る
「
後
水
尾
天
皇
像
」
の
紹
介
を
中
心
に
、
近
世

相
国
寺
の
大
檀
越
と
し
て
の
姿
に
着
目
し
た
考
察
を
進
め
た
い
。
な
お
、
御

影
の
名
称
に
は
「
後
水
尾
天
皇
」
と
あ
る
が
本
稿
で
は
慶
安
四
年
（
一
六
五

一
）
の
後
水
尾
院
落
飾
後
の
事
跡
が
中
心
と
な
る
た
め
、
文
中
に
お
け
る
表

記
は
、
後
水
尾
院
と
統
一
す
る
。

一
、
相
国
寺
所
蔵
「
後
水
尾
天
皇
像
」
の
紹
介

画
像
１
に
示
し
た
の
は
、
相
国
寺
に
伝
来
す
る
「
後
水
尾
天
皇
像
」
で
あ

相
国
寺
所
蔵
「
後
水
尾
天
皇
像

幸
仁
親
王
筆
」
に
つ
い
て

本

多

潤

子
三
三



る
。
絹
本
著
色
の
掛
幅
装
で
、
本
紙
法
量
は
縦
一
一
〇
・
〇
糎
、
横
四
六
・

五
糎
、
広
く
黄
斑
が
点
在
す
る
も
の
の
、
大
き
な
損
傷
は
な
く
状
態
は
良
好

で
あ
る
。
上
部
に
は
和
歌
が
一
首
散
ら
し
書
き
さ
れ
、
下
部
に
は
老
い
た
僧

形
の
男
性
の
絵
姿
が
描
か
れ
、
左
下
方
に
款
記
・
印
章
が
確
認
さ
れ
る
。
本

御
影
は
、
相
国
寺
の
明
治
期
よ
り
書
き
継
が
れ
た
什
物
帳
で
あ
る
『
常
住
什

具
統
記
』
に
も
、
伝
来
の
「
後
水
尾
天
皇
宸
影
」
と
し
て
載
る
寺
宝
で
あ

（
�
）

る
。
寺
外
に
お
い
て
は
、
前
述
の
藤
懸
氏
の
論
考
に
お
い
て
存
在
が
指
摘
さ

れ
、
兵
部
卿
宮
幸
仁
親
王
筆
で
着
賛
は
霊
元
天
皇
と
伝
わ
る
こ
と
が
言
及
さ

れ
て
い
る
。
相
国
寺
の
所
蔵
品
の
展
覧
会
に
出
陳
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
着

（

）

賛
が
霊
元
天
皇
で
は
な
く
後
西
天
皇
と
表
記
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
筆

（

）

者
は
後
述
の
箱
書
き
な
ど
か
ら
霊
元
天
皇
賛
と
の
立
場
を
と
る
。

ま
ず
図
様
を
確
認
す
る
。
画
面
下
部
に
は
剃
髪
し
、
白
衣
の
上
に
薄
手
の

直
綴
を
ま
と
い
、
掛
羅
（
か
ら
）
と
呼
ば
れ
る
黒
の
方
形
略
袈
裟
を
着
け
て

座
す
、
略
装
の
老
い
た
法
体
の
人
物
が
一
人
描
か
れ
て
い
る
。
高
麗
縁
の
上

畳
に
繧
繝
縁
の
茵
を
敷
い
て
座
し
て
お
り
、
腰
か
ら
下
の
薄
衣
は
左
右
に
大

き
く
流
れ
、
衣
の
間
か
ら
は
そ
の
下
に
着
用
し
て
い
る
白
衣
が
の
ぞ
く
。
そ

の
容
貌
や
掛
羅
を
か
け
る
服
装
は
現
存
す
る
後
水
尾
院
の
落
飾
後
の
御
影
の

う
ち
最
も
知
ら
れ
て
い
る
、
泉
涌
寺
な
ど
が
所
蔵
す
る
、
代
表
的
な
作
品
の

（

）

絵
姿
と
共
通
す
る
。
そ
れ
ら
は
後
水
尾
院
の
子
で
あ
る
堯
恕
法
親
王
（
一
六

四
〇
〜
一
六
九
五
）
が
容
貌
を
描
き
、
狩
野
探
幽
が
衣
を
描
い
た
と
さ
れ
る

泉
涌
寺
般
若
三
昧
院
寄
進
本
を
祖
型
と
す
る
系
統
の
御
影
で
あ
る
。

般
若
三
昧
院
本
系
統
と
相
国
寺
本
の
大
き
く
異
な
る
点
は
、
そ
の
持
物
で

あ
る
。
般
若
三
昧
院
系
統
で
は
、
後
水
尾
院
の
両
手
は
何
も
持
た
ず
、
膝
の

上
に
置
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
右
手
側
の
上
畳
か
ら
茵
に
か
か
る
よ
う

に
末
広
扇
が
置
か
れ
る
。
こ
の
末
広
扇
は
相
国
寺
本
に
は
み
ら
れ
な
い
。
一

方
、
相
国
寺
本
で
は
両
手
が
衣
の
袖
の
中
に
あ
っ
て
描
か
れ
ず
、
左
袖
か
ら

水
晶
の
数
珠
を
手
前
に
垂
ら
し
て
い
る
点
が
特
徴
で
あ
る
。
後
水
尾
院
の
生

前
に
描
か
れ
た
御
影
を
相
国
寺
本
の
祖
型
と
み
な
し
、
そ
の
記
録
を
確
認
す

る
と
、
相
国
寺
本
の
特
徴
は
生
前
に
描
か
れ
た
特
定
の
御
影
で
は
な
く
複
数

の
御
影
作
成
時
の
記
述
に
み
ら
れ
る
。
ま
ず
、
数
珠
を
持
つ
と
い
う
特
徴

は
、『
隔
蓂
記
』
万
治
元
年
（
一
六
五
八
）
閏
十
二
月
十
八
日
の
条
に
み
ら

れ
る
。内

々
被

仰
付
、
法
皇

御
影
今
日
衣
紋
模
様
可
被
仰
付
、
予
着
九
條

道
具
、
可
申
之
旨
、
仰
也
。
雖
然
、
予
道
具
衣
於
北
山
、
有
御
座
之

由
、
申
上
。
則
相
国
寺
江
申
遣
、
可
被
借
寄
之
旨
、
依

仰
、
而
俄
彦

図
１

後
水
尾
天
皇
像

相
国
寺
蔵

三
四



首
座
迄
申
遣
、
於
豊
光
寺
仁
東
堂
、
而
道
具
衣
九
條
・
坐
具
・
珠
数
借

寄
。
予
着
道
具
、
出

御
前
、
御
座
次
可
座
之
由
、
仰
、
令
安
座
也
。

愛
宕
中
将
召
遣
、
畫
圖
可
寫
之
旨
、
被
仰
付
也
。
一
人
而
不
成
、
絵
師

両
人
斗
景
間
迄
呼
、
予
亦
至
斗
景
間
、
着
道
具
九
條
、
令
安
座
。
則
平

兵
衛
、
源
兵
衛
、
愛
宕
中
将
三
人
之
畫
師
令
畫
圖
也
。
其
間
二
時
斗

也
。
自
奥
、
以
似
而
非
、
被

仰
出
、
移
刻
、
可
草
臥
、
此
御
菓
子
被

下
、
御
茶
亦
可
服
用
之
旨
、
仰
也
。
辱
奉
頂
戴

御
菓
子
也
。
初
更
時

分
相
済
、
絵
奥
畫
江
差
上
、
而
令
退
出
也
。

（
内
々
仰
せ
つ
け
ら
れ
し
法
皇
御
影
、
今
日
衣
紋
模
様
仰
せ
付
け
ら

る
べ
く
、
予
は
九
条
道
具
着
し
申
す
べ
き
旨
仰
せ
な
り
。
然
り
と
雖

も
承
章
は
道
具
衣
北
山
に
御
座
有
る
の
由
、
申
し
上
ぐ
。
則
ち
相
国

寺
へ
申
し
遣
わ
し
、
借
り
寄
せ
ら
る
べ
き
の
旨
、
仰
せ
に
依
り
、
俄

か
に
彦
首
座
ま
で
申
し
遣
わ
し
、
豊
光
寺
仁
東
堂
に
道
具
衣
九
条
、

坐
具
、
数
珠
を
借
り
寄
せ
、
予
は
道
具
を
着
し
、
御
前
に
出
で
、
御

座
の
次
に
座
す
べ
き
の
由
、
仰
せ
ら
れ
、
安
座
せ
し
む
な
り
。
愛
宕

中
将
を
召
し
遣
わ
し
、
画
図
を
写
す
べ
き
旨
、
仰
せ
付
け
ら
る
な

り
。
一
人
に
て
は
成
ら
ず
、
絵
師
両
人
を
斗
景
間
ま
で
呼
ぶ
。
予
ま

た
斗
景
間
に
到
り
、
道
具
九
条
を
着
し
、
安
座
せ
し
む
。
則
ち
平
兵

衛
、
源
兵
衛
、
愛
宕
中
将
三
人
の
画
師
に
画
図
せ
し
む
、
其
の
間
二

時
計
な
り
、
奥
よ
り
以
て
似
而
非
と
仰
せ
出
さ
る
、
移
刻
、
初
更
時

分
相
済
み
、
絵
を
奥
へ
差
し
上
げ
、
退
出
せ
し
む
な
り
。）

こ
の
御
影
作
成
時
、
仙
洞
御
所
で
鳳
林
は
院
に
か
わ
り
九
条
袈
裟
を
着
け
数

珠
を
持
ち
、
そ
の
姿
を
愛
宕
中
将
、
つ
ま
り
愛
宕
通
福
（
一
六
三
四
〜
九

九
）
に
描
か
せ
て
い
る
。
そ
の
後
、
鳳
林
は
通
福
と
と
も
に
仙
洞
御
所
の
時

計
の
間
に
移
り
、
絵
師
二
名
も
加
わ
っ
た
上
で
御
影
の
作
成
が
進
め
ら
れ

た
。
な
お
こ
の
時
鳳
林
は
九
條
袈
裟
、
持
物
を
北
山
の
鹿
苑
寺
に
お
い
て
き

て
し
ま
っ
た
た
め
、
急
遽
相
国
寺
よ
り
取
り
寄
せ
て
着
用
し
て
い
る
。
本
来

着
用
す
る
予
定
で
あ
っ
た
鹿
苑
寺
に
あ
っ
た
鳳
林
の
九
條
袈
裟
が
ど
の
よ
う

な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
、
こ
の
時
の
御
影
の
所
在
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
た

め
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
鹿
苑
寺
に
は
、
承
応
三
年
（
一
六
五
四
）
十
二

月
二
十
六
日
に
鳳
林
が
後
水
尾
院
よ
り
拝
領
し
た
金
襴
の
九
條
袈
裟
が
伝
来

（

）

し
て
お
り
、
か
つ
て
は
坐
具
も
備
わ
っ
て
い
た
と
い
う
。
鳳
林
が
院
の
御
影

の
モ
デ
ル
と
な
る
に
あ
た
り
、
そ
れ
以
前
に
拝
領
し
た
こ
の
法
衣
を
念
頭
に

置
い
て
着
用
す
る
衣
を
決
め
た
可
能
性
も
あ
り
、
貴
重
な
同
時
代
資
料
で
あ

る
。次

に
、
薄
衣
に
掛
羅
を
着
す
と
い
う
特
徴
は
、『
隔
蓂
記
』
寛
文
四
年

（
一
六
六
四
）
六
月
二
日
条
の
御
影
作
成
の
記
述
に
み
ら
れ
る
。

於

法
皇
、
而
被

召
狩
野
探
幽
法
印
、
而

御
壽
影
被
仰
付
。
其

故
、
予
可
致
伺
候
之
旨
、
昨
日
被

仰
出
故
、
飯
後
、
令

院
参
也
。

御
壽
影
之
段
々
被

仰
聞
也
。
探
幽
伺
公
仕
、
予
具
申
渡
也
。
御
面
躰

者
内
々
妙
法
院
宮
堯
恕
法
親
王
被
圖
之
也
。
御
薄
衣
・
黒
掛
羅
、
御
座

御
茵
也
。
茵
之
上
、
末
廣
御
扇
有
之
也
。
大
形
出
来
之
節
、
予
令
退
出

也
。（

法
皇
に
於
て
、
狩
野
探
幽
法
印
を
召
さ
れ
、
御
寿
影
仰
せ
付
け
ら

相
国
寺
所
蔵
「
後
水
尾
天
皇
像

幸
仁
親
王
筆
」
に
つ
い
て

三
五



る
。
其
の
故
は
、
予
伺
候
致
す
べ
き
旨
、
昨
日
仰
せ
出
さ
れ
し
故
、

飯
後
、
院
参
せ
し
む
。
御
寿
影
の
段
々
仰
せ
聞
か
さ
る
な
り
。
探
幽

伺
公
仕
り
、
予
具
に
申
し
渡
す
な
り
。
御
面
体
は
内
々
妙
法
院
宮
堯

恕
親
王
こ
れ
を
図
さ
れ
し
な
り
。
御
薄
衣
・
黒
掛
羅
、
御
茵
に
御
座

な
り
。
茵
の
上
、
末
広
御
扇
こ
れ
有
る
な
り
。
大
形
出
来
の
節
、
予

退
出
せ
し
む
な
り
。）

こ
こ
で
記
さ
れ
た
、「
御
薄
衣
・
黒
掛
羅
、
御
座
御
茵
也
。
茵
之
上
、
末
廣

御
扇
有
之
也
。」
と
い
う
特
徴
は
、
末
広
扇
以
外
が
相
国
寺
本
に
も
あ
て
は

ま
る
。
こ
の
記
事
の
堯
恕
法
親
王
と
探
幽
に
よ
る
御
影
は
、
前
述
の
泉
涌
寺

般
若
三
昧
院
寄
進
本
で
あ
り
、
多
く
の
院
の
御
影
が
こ
の
図
様
を
踏
襲
し
て

い
る
こ
と
は
、
先
行
研
究
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
堯
恕
法
親
王
の
他
、
林

丘
寺
宮
光
子
内
親
王
（
一
六
三
四
〜
一
七
二
七
）、
一
条
院
宮
真
敬
法
親
王

（
一
六
四
九
〜
一
七
〇
六
）
な
ど
、
院
の
子
達
が
描
く
御
影
は
こ
の
図
様
を

踏
襲
す
る
。
そ
し
て
相
国
寺
本
は
院
の
孫
で
あ
る
幸
仁
親
王
の
手
に
よ
る
こ

と
を
考
え
る
と
、
当
然
こ
れ
ら
の
御
影
を
祖
型
と
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が

え
る
。

な
お
、
こ
の
御
影
に
描
か
れ
た
掛
羅
は
、
後
水
尾
院
が
落
飾
し
た
頃
か
ら

常
用
で
ま
と
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。『
隔
蓂
記
』
慶
安
五
年
（
一

（

）

六
五
二
）
五
月
十
六
日
条
に
は
、
後
水
尾
院
が
勝
負
事
で
着
衣
を
振
舞
う
こ

と
が
あ
り
、
鳳
林
は
院
が
着
用
し
て
い
た
御
衣
と
掛
羅
を
拝
領
し
、
そ
の
場

で
着
て
い
た
衣
を
脱
い
で
拝
領
の
品
を
ま
と
い
、
喜
び
を
表
し
て
い
た
こ
と

が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
掛
羅
は
実
際
に
院
が
落
飾
後
に
よ
く
着

用
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、
こ
の
相
国
寺
本
の
よ
う
に
、
院
の
御
影
に
末
広
扇
以
外
の
持
物

が
加
わ
る
作
例
は
他
に
も
確
認
で
き
る
。
堯
恕
法
親
王
の
筆
と
伝
わ
る
、
妙

法
院
所
蔵
の
御
影
、
そ
し
て
泉
涌
寺
所
蔵
の
長
楽
寺
旧
蔵
御
影
な
ど
が
、
払

子
を
持
っ
て
描
か
れ
る
。
院
の
崩
御
後
に
作
成
さ
れ
た
土
佐
光
起
が
描
い
た

（

）

萬
福
寺
所
蔵
の
御
影
に
は
、
右
手
に
払
子
、
左
手
に
数
珠
が
描
か
れ
て
い

る
。
数
珠
は
相
国
寺
本
に
も
描
か
れ
る
が
、
玉
の
数
、
大
き
さ
、
素
材
等
は

異
な
っ
て
お
り
、
類
似
性
は
み
と
め
ら
れ
な
い
。
相
国
寺
本
に
描
か
れ
た
数

珠
の
形
状
は
萬
福
寺
光
起
本
よ
り
も
、
後
水
尾
院
の
息
子
霊
元
院
の
法
体
で

（

）

描
か
れ
た
御
影
、
高
松
宮
家
伝
来
禁
裏
本
の
「
霊
元
天
皇
像
」
の
左
手
に
描

か
れ
る
数
珠
に
似
る
。

相
国
寺
本
の
画
面
左
下
、
上
畳
の
下
方
に
は
、「
兵
部
卿
幸
仁
親
王
謹
圖

之
（
印
）」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
御
影
を
描
い
た
人
物
が
わ
か
る
。
幸
仁
親

王
（
一
六
五
六
〜
一
六
九
九
）
は
、
第
一
一
一
代
天
皇
、
後
西
天
皇
（
一
六

三
八
〜
八
五
）
の
皇
子
で
あ
り
、
後
水
尾
院
の
孫
に
あ
た
る
。
有
栖
川
宮
家

の
四
代
目
で
、
寛
文
十
年
よ
り
元
禄
十
年
ま
で
兵
部
卿
を
つ
と
め
た
人
物
で

（

）

あ
る
。
是
沢
恭
二
氏
に
よ
り
、
現
存
す
る
後
水
尾
院
像
の
う
ち
、
院
存
命
時

に
描
か
れ
た
御
顔
は
、
皆
院
の
近
親
の
親
王
達
の
手
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
崩
御
後
に
描
か
れ
た
相
国
寺
本
も
ま
た
、
そ
の

孫
の
親
王
の
手
に
よ
る
も
の
で
、
近
親
の
皇
族
が
染
筆
す
る
と
い
う
先
例
に

の
っ
と
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

こ
の
幸
仁
親
王
と
相
国
寺
の
関
係
は
深
く
、
相
国
寺
の
塔
頭
、
瑞
春
院
の

第
六
世
、
天
啓
集
仗
（
？
〜
一
七
一
六
）
が
親
王
の
外
戚
に
あ
た
る
。
天
啓
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集
仗
は
公
家
の
出
身
で
清
閑
寺
共
綱
の
第
三
子
で
あ
り
、
親
王
の
母
の
兄
弟

（

）

で
あ
っ
た
。『
萬
年
山
聯
芳
録
』
の
天
啓
集
仗
の
条
に
は
、「
有
栖
川
幸
仁
親

王
外
戚
、
嘗
稟
請
親
王
、
仮
台
翰
写

後
水
尾
上
皇
宸
影
、
且
奏
請

霊
元

天
皇
勅
讃
、
納
之
本
山
宝
庫
、
元
禄
十
二
年
十
二
月
七
日
也
」
と
あ
り
、
天

啓
集
仗
が
後
水
尾
院
の
御
影
を
幸
仁
親
王
に
請
う
た
こ
と
が
書
き
記
さ
れ
て

い
る
。
相
国
寺
に
は
こ
の
御
影
以
外
に
も
、
天
啓
集
仗
を
介
し
て
幸
仁
親
王

（

）

よ
り
皇
室
ゆ
か
り
の
品
が
奉
納
さ
れ
て
お
り
、
親
密
な
関
係
に
あ
っ
た
。

さ
ら
に
こ
の
相
国
寺
の
御
影
は
、
絵
姿
が
描
き
あ
げ
ら
れ
た
後
に
、
院
の

息
子
で
あ
る
第
一
一
二
代
天
皇
、
霊
元
天
皇
（
一
六
五
四
〜
一
七
三
二
）
に

勅
讃
を
請
う
た
こ
と
が
『
萬
年
山
聯
芳
録
』
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
上
部

の
和
歌
讃
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
相
国
寺
本
の
上
部
に
は
、
二
枚
の
色
紙
を
模
し
た
色
紙
形
が
描
か
れ

て
お
り
、
二
枚
の
色
紙
に
ま
た
が
る
よ
う
に
和
歌
が
一
首
、「
時
あ
り
て
／

は
る
し
り
／
そ
む
る
／
一
花
／
に
／
見
よ
／
ひ
と
花
／
も
／
咲
の
こ
る
／
か

は
」
と
散
ら
し
書
き
さ
れ
て
い
る
。
和
歌
の
大
意
は
、「
時
が
来
て
、
春
を

知
り
咲
い
た
一
花
よ
、
見
よ
、
ひ
と
つ
と
し
て
咲
き
残
る
こ
と
が
あ
る
だ
ろ

う
か
（
い
や
、
散
る
と
い
う
こ
と
も
知
っ
た
た
め
、
皆
散
っ
て
い
く
の

だ
）。」
と
い
う
意
で
あ
ろ
う
。『
古
今
和
歌
集
』
春
上
【
四
十
九
】
の
紀
貫

之
の
詠
歌
、「
今
年
よ
り
春
知
り
そ
む
る
桜
花
散
る
と
い
ふ
こ
と
は
習
は
ざ

ら
な
む
」
を
本
歌
と
す
る
。
貫
之
が
今
年
初
め
て
咲
い
た
花
に
対
し
て
、
散

る
こ
と
を
習
わ
な
い
で
咲
き
続
け
て
ほ
し
い
と
詠
っ
た
の
に
対
し
、
咲
き
残

る
こ
と
な
く
、
散
っ
て
ゆ
く
さ
ま
を
詠
ん
で
い
る
和
歌
で
あ
る
。

（

）

こ
の
詠
歌
は
『
後
水
尾
院
御
集
』
に
所
収
さ
れ
て
お
り
、
後
水
尾
院
の
詠

と
知
ら
れ
る
。『
御
集
』
で
は
、
詞
書
に
「
御
影
を
か
か
し
め
給
ひ
て
色
紙

の
形
に
あ
そ
ば
し
付
け
ら
る
」
と
し
て
こ
の
詠
歌
を
含
む
三
首
、

う
し
や
こ
の
み
や
ま
が
く
れ
に
朽
木
が
き
さ
て
も
心
の
花
し
匂
は
ば

時
あ
り
て
春
し
り
初
む
る
一
花
に
見
よ
人
は
な
も
さ
き
の
こ
る
か
は

身
は
か
く
て
又
も
来
ぬ
世
に
水
茎
の
跡
だ
に
し
ば
し
と
ど
め
ん
も
う
き

が
列
記
さ
れ
て
い
る
。
現
存
す
る
後
水
尾
院
御
影
の
上
部
色
紙
形
に
書
か
れ

る
和
歌
は
こ
の
三
首
が
主
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
後
水
尾
院
の
子
世
代
、
孫

世
代
の
皇
族
達
が
後
水
尾
院
像
に
着
讃
す
る
際
は
、
後
水
尾
院
の
生
前
の
行

い
に
倣
っ
て
、
院
が
自
讃
と
し
て
御
影
に
付
し
た
和
歌
を
記
す
こ
と
が
規
範

と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

二
、
箱
書
と
文
書
資
料
に
み
る
拝
領
の
経
緯

ⅰ

箱
書
の
翻
刻

次
に
箱
書
を
確
認
す
る
。
相
国
寺
所
蔵
の
「
後
水
尾
天
皇
像
」
は
二
重
箱

に
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
。
外
箱
は
黒
漆
の
箱
に
朱
漆
で
箱
書
が
な
さ
れ
て
い

る
。
外
箱
、
内
箱
と
も
、
蓋
表
に
は
、「
後
水
尾
院
尊
像

相
国
寺
常
住
」

と
記
さ
れ
て
お
り
、
相
国
寺
本
坊
に
伝
来
し
た
。
そ
し
て
両
箱
蓋
裏
書
か
ら

絵
姿
と
そ
の
上
部
の
和
歌
讃
拝
領
の
経
緯
が
判
明
す
る
。
ま
ず
内
箱
の
蓋
裏

上
部
に
は
、「
御
讃

後
水
尾
院
御
製
／
寛
文
皇
帝
宸
翰
」
と
あ
り
、
上
部

の
和
歌
讃
が
後
水
尾
院
詠
歌
で
、
そ
の
和
歌
詠
を
「
寛
文
皇
帝
」、
つ
ま
り

相
国
寺
所
蔵
「
後
水
尾
天
皇
像

幸
仁
親
王
筆
」
に
つ
い
て
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寛
文
年
間
に
在
位
し
て
い
た
後
水
尾
院
の
息
子
で
あ
る
後
西
天
皇
か
霊
元
天

皇
が
染
筆
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
箱
裏
下
部
に
は
三
行

書
で
、「
一
品
式
部
卿
幸
仁
親
王
寫
照
前
代
住
持
天
啓
和
尚
以
／
元
禄
五
年

八
月
十
五
日
奉
安
十
二
年
臘
月
七
日

賜
此
／
御
書
事
見
于
記

住
山
小
比

丘
祖
縁
謹
誌
（
印
）」
と
あ
り
、
天
啓
集
仗
が
元
禄
五
年
（
一
六
九
二
）
に

幸
仁
親
王
よ
り
後
水
尾
院
の
御
影
を
い
た
だ
き
、
そ
の
後
元
禄
十
二
年
（
一

六
九
九
）
に
上
部
の
和
歌
讃
を
天
皇
よ
り
賜
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
元
禄
十

二
年
の
時
分
に
は
後
西
天
皇
は
既
に
崩
御
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
内
箱
裏
書

の
寛
文
皇
帝
は
霊
元
天
皇
を
指
す
。
こ
れ
は
前
掲
の
『
萬
年
山
聯
芳
録
』
の

拝
領
の
記
述
と
も
一
致
す
る
。

こ
の
箱
書
を
記
し
た
の
は
、
当
時
の
相
国
寺
の
住
持
、
第
一
〇
三
世
の
別

宗
祖
縁
（
一
六
五
八
〜
一
七
一
四
）
で
あ
り
、
外
箱
の
箱
書
も
ま
た
別
宗
に

よ
る
。
そ
の
外
箱
蓋
裏
に
は
、
朱
漆
の
長
文
で
相
国
寺
と
後
水
尾
院
の
か
か

わ
り
、
そ
し
て
崩
御
か
ら
時
を
経
て
御
影
を
拝
領
し
た
経
緯
が
詳
細
に
記
さ

れ
て
い
る
。
以
下
に
そ
の
翻
刻
を
記
す
。

大
雄
世
尊
之
法
東
漸
以
降
雖
隆
替
有
時
霊
山
付
屬
恒
在
國
王
大
臣
凡

方
州
列
邑
名
區
奥
壌
莫
不
崇
建
精
廬
塔
廟
捐
金
振
廩
以
供
養
三
寶
亦
欲

解
佛
之
言
行
佛
之
行
以
契
夫
寶
覚
明
妙
之
心
而
縁
竊
惟
／
後
水
尾
帝
萬

機
之
暇
傾
信
佛
乗
留
意
宗
門

遜
位
之
後
時
徴
我
本
源
國
師
昕
叔
老
漢

咨
法
要
累

命
對

御
陞
座
説
法
克
稱

聖
旨
特
延
老
漢
為
師
祝
髪
稟

尸
羅
受
衣
盂
廻
上
安
法
名
曰

圓
淨

／
上
皇
尊
称
為

太
上
法
皇
籍

此
撰
地
於
吾
山
重
剏
大
寶
塔
金
碧
焜
煌
猶
天
降
而
地
涌
也
而
函

御
髪

玉
歯
于
其
中
副
以

宸
筆
之
寶
筐
印
陀
羅
尼
経
一
軸
ニ
中
蔵
設
利
羅
数

顆
青
白
間
錯
其
光
燁
然
建
落
其
成
鳳
林
雪
岑
二
禅
師
與
老
漢
齊
奉
／
勅

慶
讃

中
使
臨
筵
冠
冕
雲
擁
天
樂
鏗
鏘
鶱
鳳
廻
緇
素
咸
謂
登
耆
闍
崛
山

親
逢
未
散
之
法
會
也
先
是

賜
舊
殿
再
構
丈
室
一
匣
後
又
一
新

開
山

國
師
之
塔
以
資
金
剛
壽
院
神
遊
矧
大
書
圓
明
之
扁
牓
金
剛
壽
院
四
字
昭

垂
金
鋪
璇
題
之
間
典
型
高
古
如
伏
／

義
畫
體
勢
竒
逸
似
神
禹
碑
其
慶

賛
之
儀
制
嚴
一
如
寶
塔
且

錫
経
案
華

斗
帳
卓

等
各
若
干
件
諸
荘

厳
具
靡
不
備
給

寵
光
赫
奕
震
耀
今
古
輦
下
巨
刹
莫
與
京
者
實
是
不
忘

付
囑
者
歟
是
仰
稱
佛
心
天
子
也
／
法
皇
登
霞
天
下
臣
民
畢
同
攀
號
以
我

山
昭
被

殊
渥
闔
象
歔
欷
若
喪
考
妣
或
圓
明
塔
或
寶
塔
或
寝
堂
各
處

香
梵
唄
上
薦
以
酬

聖
恩
之
萬
一
自
時
厥
後
日
祭
月
杞
罔
敢
怠
遑
然
而

未
設
其

尊
像
不
幾
於
甚
闕
典
歟
粤
雲
頂
堂
上
賜
紫
天
啓
和
尚
恭
請
／

一
品
式
部
卿
幸
仁
親
王

其

尊
容

親
王
肅
然
手
繪
身
披
安
陀
會
手

捏
摩
尼
珠
梵
容
堂
々

天
顔
如
生
傳
染
鮮
潤
裱
褙
鐘
美
廼
奉
妥
之
於
本

山
以
慰
輿
情
又
欽
請
于
親
王
曁
述
臣
願
獲
／
太
上
天
皇
之
御
讃
鎮
諸
山

門
以
輝
罔
極

天
皇
思
尭
之
心
未
嘗
息
焉
嘉
其
言
之
純
愨
親

御
翰
墨

書
一
首
和
歌
於
其
上
即
遣
正
三
位
惟
庸
卿

賜
焉
歌
乃

法
皇
自
賛
之

御
製
也

奎
畫
雅
徤
精
神
飛
動
日
晶
月
光
上
燭
霽
漢
闔
象
頂
戴
任
激
切

／

屏
營
之
至
當
知

王
化
與
真
乗
同
為
悠
久
猶
如
天
地
日
月
萬
古
而

常
新
猗
歟
休
哉

元
禄
十
二
年
龍
集
巳
卯
季
冬
穀
旦

住
持
小
比

丘
祖
縁
薫
盥

首
謹
誌
（
印
）

三
八



ⅱ

箱
書
に
記
さ
れ
た
後
水
尾
院
の
行
状

箱
書
の
内
容
を
確
認
し
て
い
く
。
書
き
だ
し
は
、
仏
法
が
日
本
に
も
た
ら

さ
れ
、「
後
水
尾
帝
、
萬
機
の
暇
を
佛
乗
に
傾
信
し
、
宗
門
に
留
意
す
」
と
、

後
水
尾
院
が
仏
法
に
深
く
帰
依
し
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
譲

位
の
後
、
相
国
寺
の
昕
叔
顕
晫
（
一
五
八
〇
〜
一
六
五
八
）
を
師
と
し
て
落

飾
、
法
名
を
「
圓
淨
」
と
し
た
と
続
く
。
さ
ら
に
、
相
国
寺
を
「
大
寶
塔
」

を
建
立
す
る
地
と
選
び
、
そ
の
宝
塔
の
中
に
「
御
髪
」「
玉
歯
」「
宸
筆
之
寶

筐
印
陀
羅
尼
経
一
軸
」「
設
利
羅
数
顆
」、
つ
ま
り
自
身
の
髪
、
歯
、
書
し
た

寶
筐
印
陀
羅
尼
経
、
舎
利
数
粒
な
ど
を
納
め
、
盛
大
な
法
要
を
営
ん
だ
と
い

う
。
ま
た
、「
舊
殿
を
賜
い
、
丈
室
一
匣
を
再
構
す
」
と
、
旧
殿
を
相
国
寺

に
寄
進
し
、
方
丈
と
し
た
こ
と
、「
開
山
國
師
之
塔
を
一
新
」、
開
山
塔
を
再

建
し
た
こ
と
、「
大
書
圓
明
の
扁
牓
、
金
剛
壽
院
の
四
字
」、
勅
額
の
「
円

明
」、「
金
剛
壽
院
」
を
寄
進
し
、
さ
ら
に
諸
々
の
荘
厳
具
を
納
め
た
こ
と
を

記
す
。

こ
の
前
半
に
記
さ
れ
た
後
水
尾
院
の
行
状
、
つ
ま
り
相
国
寺
僧
の
も
と
で

出
家
し
、
相
国
寺
に
方
丈
、
宝
塔
、
開
山
塔
を
寄
進
し
た
こ
と
に
つ
い
て

は
、
相
国
寺
に
残
る
他
の
資
料
か
ら
具
体
的
な
時
節
が
確
認
で
き
る
。
ま

ず
、
後
水
尾
院
が
慶
安
四
年
（
一
六
五
一
）
に
落
飾
し
た
折
、
戒
師
が
相
国

寺
第
九
十
四
世
で
塔
頭
の
慈
照
院
第
八
世
の
昕
叔
顕
晫
で
あ
っ
た
こ
と
は
慈

（

）

照
院
の
所
蔵
す
る
『
慈
照
院
記
録
』
な
ど
に
記
さ
れ
て
い
る
。
徳
川
幕
府
に

は
伝
え
ず
、
秘
密
裡
に
実
行
さ
れ
た
こ
の
落
飾
は
、
鳳
林
の
日
記
『
隔
蓂

記
』
に
も
記
さ
れ
て
い
な
い
事
件
で
あ
り
、
立
ち
会
っ
た
公
卿
も
二
条
康
道

一
人
で
あ
っ
た
。
翌
慶
安
五
年
五
月
二
十
三
日
に
は
、
正
式
に
受
戒
の
儀
が

行
わ
れ
、
昕
叔
顕
晫
が
再
び
戒
師
を
つ
と
め
た
。
な
お
そ
の
後
、
後
西
天
皇

の
御
代
と
な
り
、
昕
叔
顕
晫
が
没
す
る
と
院
は
嘆
き
、
そ
の
功
績
を
讃
え
、

万
治
三
年
（
一
六
六
〇
）
に
昕
叔
顕
晫
に
国
師
号
、
佛
性
本
源
国
師
が
授
与

さ
れ
た
。
こ
の
国
師
号
の
勅
許
の
後
西
天
皇
宸
翰
「
佛
性
本
源
国
師
諡
號
勅

書
」
が
慈
照
院
に
残
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
「
太
上
天
皇
往
年
表
師
資
之
儀

落
飾
受
法
名
衣
孟
矣
朕
今
感
其
徳
化
諡
佛
性
本
源
国
師
」
と
、
明
確
に
昕
叔

が
太
上
天
皇
、
つ
ま
り
後
水
尾
院
の
落
飾
の
際
の
師
で
あ
り
、
そ
の
た
め
国

師
号
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

次
に
、
御
影
箱
書
に
記
さ
れ
た
三
層
宝
塔
に
つ
い
て
も
、
院
の
寄
進
に
よ

り
明
暦
二
年
（
一
六
五
六
）
に
相
国
寺
に
再
興
さ
れ
た
こ
と
が
『
隔
蓂
記
』

な
ど
か
ら
確
認
で
き
る
。
出
来
上
が
っ
た
建
物
を
下
賜
す
る
の
で
は
な
く
、

新
た
に
建
て
た
た
め
、
完
成
ま
で
数
年
を
要
し
た
大
事
業
で
あ
っ
た
。
ま

（

）

ず
、
承
応
二
年
（
一
六
五
三
）
八
月
十
八
日
に
後
水
尾
院
の
勅
に
よ
り
三
層

宝
塔
の
立
柱
が
な
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
翌
年
の
承
応
三
年
（
一
六
五

（

）

四
）
三
月
七
日
に
、
三
層
宝
塔
に
本
尊
大
日
如
来
が
鎮
座
す
る
。
と
こ
ろ
が

こ
の
後
、
本
尊
が
安
置
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
落
慶
供
養
ま
で
に
そ
の

後
長
い
年
月
を
要
す
る
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
は
、
途
中
で
息
子
、
第
一
一
〇

代
天
皇
、
後
光
明
天
皇
（
一
六
三
三
〜
五
四
）
が
突
然
の
崩
御
し
た
こ
と
に

よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
延
期
で
あ
っ
た
。

後
光
明
天
皇
は
後
水
尾
院
の
第
四
皇
子
で
、
十
一
歳
に
し
て
即
位
、
数
多

の
後
水
尾
院
の
子
の
中
で
も
最
も
院
の
期
待
を
背
負
っ
た
人
物
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
承
応
三
年
（
一
六
五
四
）
九
月
二
十
日
痘
瘡
に
よ
り
崩
御
す
る
。

そ
の
時
わ
ず
か
二
十
二
歳
で
あ
り
、
十
月
十
五
日
に
泉
涌
寺
に
て
埋
葬
さ
れ

相
国
寺
所
蔵
「
後
水
尾
天
皇
像

幸
仁
親
王
筆
」
に
つ
い
て

三
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た
。
こ
の
十
月
に
後
光
明
天
皇
の
弟
、
後
西
天
皇
が
践
祚
す
る
。
そ
の
た

め
、
こ
の
一
年
間
宝
塔
事
業
は
進
ま
ず
、
中
断
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
。

事
態
が
再
び
動
き
出
す
の
は
年
が
明
暦
に
改
ま
り
、
明
暦
元
年
（
一
六
五

五
）
末
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
十
二
月
、
後
水
尾
院
よ
り
再
び
相
国
寺
の

（

）

宝
塔
に
つ
い
て
話
し
合
い
が
さ
れ
た
。
十
二
月
二
十
六
日
条
に
寶
篋
印
陀
羅

（

）

尼
経
を
宝
塔
へ
奉
納
す
る
意
向
が
示
さ
れ
、
二
十
八
日
に
山
内
で
こ
の
件
に

つ
い
て
話
し
合
い
が
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
再
び
動
き
出
し
た
宝
塔
事

業
は
、
明
暦
二
年
（
一
六
五
六
）
六
月
十
日
、
十
四
日
な
ど
に
塔
供
養
の
練

習
を
し
て
、
十
六
日
に
落
慶
供
養
を
迎
え
る
こ
と
と
な
る
。

そ
の
落
慶
供
養
は
盛
大
に
催
さ
れ
、
そ
の
際
の
記
録
も
『
隔
蓂
記
』
以
外

（

）

に
『
仙
洞
懺
法
并
陞
座
拈
香
入
室
記

塔
供
養

祖
塔
供
養
略
記
』
な
ど
に

詳
細
に
残
る
。
こ
の
時
、
実
際
に
は
後
水
尾
院
の
御
幸
は
な
か
っ
た
が
、
塔

の
北
方
東
向
に
「
仙
洞
之
御
桟
敷
」
が
設
け
ら
れ
た
。
ま
た
、『
仙
洞
懺
法

并
陞
座
拈
香
入
室
記

塔
供
養

祖
塔
供
養
略
記
』
に
は
、
こ
の
明
暦
二
年

六
月
十
六
日
の
塔
供
養
の
折
、
宝
塔
内
に
納
め
ら
れ
た
品
が
記
さ
れ
て
い

（

）る。
そ
こ
に
は
、
後
水
尾
院
の
落
飾
の
際
の
髪
、
院
の
歯
、
後
光
明
天
皇
の

髪
、
仏
舎
利
三
粒
、
宝
筐
院
陀
羅
尼
経
な
ど
が
並
ん
で
い
る
。
落
飾
の
二
年

後
に
立
柱
し
、
納
入
品
に
後
水
尾
院
落
飾
の
折
の
髪
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と

を
あ
わ
せ
る
と
、
も
と
は
自
身
の
落
飾
に
伴
う
発
願
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
し
か
し
、
そ
の
途
中
に
後
光
明
天
皇
の
在
位
中
の
突
然
の
崩
御
が
重
な

り
、
後
光
明
天
皇
の
追
善
と
い
う
色
合
い
が
濃
く
な
り
、
後
光
明
天
皇
の
髪

の
納
入
も
な
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
御
影
の
箱
書
に
は
、
後
光
明
天
皇

の
髪
も
奉
納
さ
れ
た
こ
と
は
記
さ
れ
ず
、
院
の
髪
、
歯
の
み
が
記
さ
れ
て
い

る
。こ

の
落
慶
供
養
の
翌
日
、
鳳
林
と
三
名
の
和
尚
が
仙
洞
御
所
の
後
水
尾
院

と
対
面
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
宝
塔
に
納
め
た
と
さ
れ
る
後
水
尾
院
の
髪
と

歯
は
、
境
内
に
現
在
も
「
後
水
尾
天
皇
歯
髪
塚
」
と
し
て
残
り
、
寶
筐
印
陀

羅
尼
経
も
寺
宝
と
し
て
現
存
す
る
。

そ
し
て
御
影
箱
書
に
次
に
記
さ
れ
た
、
後
水
尾
院
よ
り
旧
殿
一
宇
を
賜
り

相
国
寺
の
方
丈
と
し
た
こ
と
は
、
宝
塔
よ
り
も
前
、
明
正
天
皇
の
時
代
に
さ

か
の
ぼ
る
。
特
に
寛
永
十
八
年
（
一
六
四
一
）
の
『
隔
蓂
記
』
に
詳
し
い
。

（

）

前
年
、
寛
永
十
七
年
（
一
六
四
〇
）
三
月
三
日
に
は
、
来
年
の
内
裏
造
営
に

と
も
な
い
、
旧
殿
を
下
賜
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
話
し
合
い
を
、
鳳
林
の

甥
に
あ
た
る
勧
修
寺
経
広
（
一
六
〇
六
〜
一
六
八
八
）
と
行
っ
て
い
る
。
さ

（

）

ら
に
、
翌
年
寛
永
十
八
年
（
一
六
四
一
）
三
月
二
十
六
日
に
は
、
実
際
に
禁

（

）

裏
の
建
物
一
棟
を
賜
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
同
月
二
十
八
日
条
に
も
、
同

様
の
記
述
が
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
寛
永
十
八
（
一
六
四
一
）
年
、
寛
永
度
内

裏
造
営
に
あ
た
り
、
そ
れ
以
前
の
慶
長
度
の
内
裏
の
建
物
を
下
賜
さ
れ
た
う

ち
、
禁
中
の
対
屋
、
つ
ま
り
常
御
殿
の
北
側
の
建
物
の
一
棟
が
相
国
寺
へ
下

賜
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
江
戸
幕
府
は
後
水
尾
院
と
徳
川
秀
忠
の
娘
と
の

間
に
生
ま
れ
た
明
正
天
皇
の
た
め
に
新
内
裏
を
造
営
し
た
が
、
こ
の
時
、
旧

内
裏
の
建
物
は
取
り
壊
さ
れ
る
か
、
下
賜
さ
れ
て
お
り
、
相
国
寺
も
旧
殿
を

賜
り
、
方
丈
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
折
の
下
賜
を
、
三
月
二
十
六
日
条
に

「
自
仙
洞
」（
仙
洞
よ
り
）
と
あ
る
よ
う
に
、
当
時
の
相
国
寺
側
は
明
正
天
皇

で
は
な
く
、
後
水
尾
院
の
意
向
が
働
い
た
も
の
と
受
け
取
っ
て
い
た
の
で
あ

る
。

四
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箱
書
に
は
続
け
て
「
開
山
國
師
之
塔
」
の
寄
進
が
記
さ
れ
る
。
こ
ち
ら
は

寛
文
六
年
（
一
六
六
六
）
に
再
興
さ
れ
た
開
山
塔
を
指
す
。
こ
ち
ら
の
経
緯

も
『
隔
蓂
記
』、『
仙
洞
懺
法
并
陞
座
拈
香
入
室
記

塔
供
養

祖
塔
供
養
略

記
』
に
詳
し
い
。
寛
文
六
年
（
一
六
六
六
）
五
月
十
日
に
釿
始
、
九
月
二
十

七
日
に
立
柱
、
十
月
三
日
に
金
剛
寿
院
尊
儀
大
祥
御
忌
御
仏
事
を
行
い
、
十

月
十
七
日
に
金
剛
寿
院
尊
儀
御
祠
堂
料
と
し
て
金
百
両
を
下
賜
し
、
荘
厳
具

等
も
寄
進
、
十
一
月
二
十
六
日
に
後
水
尾
院
よ
り
開
山
堂
に
か
け
る
勅
額
用

の
額
字
宸
翰
「
円
明
」、「
金
剛
寿
院
」
を
賜
る
。
そ
し
て
翌
年
寛
文
七
年

（
一
六
六
七
）
三
月
二
十
三
日
に
、
開
山
塔
の
慶
讃
勅
会
が
厳
修
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
こ
の
時
、
あ
わ
せ
て
金
剛
寿
院
尊
儀
台
像
の
開
眼
供
養
も
と
り
お

こ
な
わ
れ
て
い
る
。『
仙
洞
懺
法
并
陞
座
拈
香
入
室
記

塔
供
養

祖
塔
供

養
略
記
』
に
は
時
系
列
に
従
っ
て
次
第
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
冒
頭
に

こ
の
開
山
堂
建
立
が
金
剛
壽
院
追
善
の
た
め
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い

（

）る。
金
剛
壽
院
と
は
、
後
水
尾
院
の
息
子
、
八
条
宮
穏
仁
親
王
（
一
六
四
三

〜
六
五
）
の
法
名
で
あ
る
。
穏
仁
親
王
は
寛
文
二
年
（
一
六
六
二
）
に
智
忠

親
王
の
あ
と
を
つ
ぎ
八
条
宮
第
三
代
と
な
る
が
、
寛
文
五
年
（
一
六
六

五
）、
わ
ず
か
二
十
三
歳
に
し
て
薨
去
す
る
。
後
水
尾
院
の
嘆
き
は
深
く
、

（

）

後
水
尾
院
の
息
子
、
堯
恕
法
親
王
の
日
記
『
堯
恕
法
親
王
記
』
に
も
相
国
寺

の
開
山
堂
が
故
式
部
卿
宮
、
つ
ま
り
穏
仁
親
王
の
た
め
に
建
て
ら
れ
た
こ
と

が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
後
水
尾
院
よ
り
奉
納
さ
れ
た
開
山
塔
の
「
圓

明
」「
金
剛
壽
院
」
の
宸
翰
の
額
字
な
ど
の
宝
物
は
今
も
相
国
寺
に
伝
わ
る

（

）

が
、
こ
れ
ら
の
寺
宝
に
つ
い
て
は
別
稿
に
記
し
た
。

ⅲ

箱
書
に
記
さ
れ
た
拝
領
の
経
緯
と
回
忌
法
要

こ
の
箱
書
の
後
半
、
拝
領
の
記
述
と
呼
応
す
る
内
容
は
相
国
寺
の
『
参
暇

（

）

寮
日
記
』
元
禄
十
二
年
十
二
月
七
日
条
か
ら
十
二
日
条
に
か
け
て
残
る
。
そ

れ
に
よ
る
と
、
天
啓
集
仗
が
公
家
の
竹
内
惟
庸
（
一
六
四
〇
〜
一
七
〇
四
）

を
介
し
て
、
仙
洞
、
つ
ま
り
霊
元
院
の
着
讃
が
な
さ
れ
た
後
水
尾
院
御
影
を

拝
領
し
、
一
山
の
衆
が
集
ま
り
拝
覧
し
た
と
い
う
記
事
が
残
る
。
同
日
、
別

宗
祖
縁
が
、
そ
し
て
翌
日
に
天
啓
集
仗
が
竹
内
惟
庸
の
も
と
に
御
礼
に
赴
い

て
い
る
。

な
お
、
内
箱
の
蓋
裏
書
に
画
像
を
幸
仁
親
王
よ
り
賜
っ
た
年
と
記
さ
れ

た
、
元
禄
五
年
（
一
六
九
二
）
は
、
後
水
尾
院
の
十
三
回
忌
に
あ
た
る
。
相

国
寺
に
お
い
て
も
同
年
八
月
十
九
日
に
後
水
尾
院
尊
儀
十
三
回
御
忌
が
虔
修

（

）

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
も
毎
年
八
月
十
九
日
に
諷
経
を
行
い
、
回
忌
法
要
も

続
け
ら
れ
た
。
そ
の
う
ち
、
安
永
八
年
（
一
七
七
九
）
八
月
十
九
日
の
後
水

尾
院
尊
儀
一
百
年
遠
御
忌
の
記
事
を
『
参
暇
寮
日
記
』
で
確
認
す
る
と
、
方

丈
に
佛
檀
が
設
け
ら
れ
、
相
国
寺
開
山
夢
窓
疎
石
像
、
狩
野
探
幽
の
観
音

像
、
宝
筐
院
陀
羅
尼
経
、
そ
し
て
御
影
が
か
か
げ
ら
れ
た
。
こ
の
御
影
が
本

品
に
あ
た
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
狩
野
探
幽
の
観
音
像
は
、
正
保
二
年

（
一
六
四
五
）
に
後
水
尾
院
よ
り
相
国
寺
に
寄
進
さ
れ
た
も
の
で
、
宝
筐
院

陀
羅
尼
経
も
後
水
尾
院
が
宝
塔
に
納
入
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

御
影
拝
領
の
後
の
盛
大
な
回
忌
法
要
の
折
に
は
、
こ
の
御
影
が
後
水
尾
院
寄

進
の
宝
物
と
と
も
に
拝
さ
れ
て
お
り
、
近
世
相
国
寺
を
形
作
っ
た
人
物
と
し

て
後
水
尾
院
を
尊
崇
し
て
い
た
さ
ま
が
う
か
が
え
る
。

こ
の
よ
う
に
、
な
ぜ
こ
の
「
後
水
尾
天
皇
像
」
が
相
国
寺
に
必
要
と
さ
れ

相
国
寺
所
蔵
「
後
水
尾
天
皇
像

幸
仁
親
王
筆
」
に
つ
い
て

四
一



た
の
か
を
考
え
る
と
、
箱
書
や
相
国
寺
に
残
る
資
料
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う

に
、
伽
藍
の
多
く
が
後
水
尾
院
の
寄
進
に
よ
っ
て
再
興
さ
れ
、
近
世
相
国
寺

に
お
け
る
最
大
の
檀
越
で
あ
っ
た
こ
と
が
大
き
な
要
因
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
。
そ
し
て
、
後
水
尾
院
が
た
て
続
け
に
寄
進
し
た
そ
の
動
機
に
は
自
ら

の
早
逝
し
た
子
へ
の
追
善
の
想
い
が
深
く
込
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

崩
御
の
後
は
毎
年
八
月
に
後
水
尾
院
忌
が
厳
修
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
節
目

と
な
る
年
に
は
盛
大
な
回
忌
法
要
が
営
ま
れ
た
。
そ
の
際
、
後
水
尾
院
の
御

影
が
必
要
と
さ
れ
た
た
め
、
寺
側
か
ら
禁
裏
へ
働
き
か
け
、
拝
領
し
た
の
が

本
稿
で
紹
介
し
た
相
国
寺
所
蔵
の
「
後
水
尾
天
皇
像
」
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
後
水
尾
院
の
研
究
に
お
い
て
、
後
水
尾
院
の
禅
宗
信
仰
に
つ

い
て
は
、
一
絲
文
守
・
沢
庵
宗
彭
・
愚
堂
東
寔
・
竜
渓
性
潜
な
ど
、
五
山
に

属
さ
な
い
林
下
の
僧
侶
へ
の
帰
依
が
知
ら
れ
て
き
た
。
一
方
で
、
相
国
寺
を

含
め
五
山
派
の
僧
侶
と
は
、『
翰
林
五
鳳
集
』
の
編
纂
に
代
表
さ
れ
る
よ
う

な
、
五
山
文
学
の
伝
統
を
重
ん
じ
た
詩
偈
を
介
し
た
も
の
が
多
い
。
そ
の
中

で
相
国
寺
と
後
水
尾
院
の
関
係
も
ま
た
、
鳳
林
承
章
を
軸
と
し
た
文
雅
の
場

（

）

で
の
交
流
が
着
目
さ
れ
て
き
た
が
、
近
親
者
の
追
善
と
い
う
行
為
を
介
し
、

改
め
て
、
禅
林
の
外
護
者
と
し
て
の
側
面
が
強
く
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の

で
あ
る
。
な
お
、
箱
書
に
記
さ
れ
た
寛
文
七
年
の
開
山
堂
落
慶
の
後
、
相
国

寺
は
新
た
な
堂
宇
の
寄
進
を
受
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
寛
文
八
年
（
一
六

六
八
）、
後
水
尾
院
は
黄
檗
宗
の
龍
渓
性
潜
に
菩
薩
戒
を
受
け
、
翌
年
に
は

印
可
を
受
け
て
い
る
。
後
水
尾
院
の
宗
教
的
な
関
心
が
強
く
黄
檗
宗
へ
向
か

っ
た
こ
と
が
明
確
に
示
さ
れ
、
鳳
林
の
遷
化
も
重
な
り
、
相
国
寺
と
後
水
尾

院
の
関
係
は
ま
た
新
た
な
段
階
に
移
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

三
、
眞
如
寺
所
蔵
の
後
水
尾
院
像

後
水
尾
院
の
御
影
は
、
相
国
寺
本
坊
の
み
な
ら
ず
、
塔
頭
に
も
伝
来
す

る
。
京
都
市
北
区
等
持
院
町
に
あ
る
相
国
寺
山
外
塔
頭
の
眞
如
寺
に
「
後
水

尾
院
像
」（
図
２
）
が
伝
わ
る
。

相
国
寺
所
蔵
の
御
影
と
は
異
な
り
、
上
半
身
の
み
の
姿
で
本
紙
法
量
は
縦

三
十
九
・
八
糎
、
横
二
十
七
・
〇
糎
と
小
ぶ
り
の
御
影
で
あ
る
。
黒
衣
の
上

に
掛
羅
は
み
ら
れ
な
い
が
、
そ
の
容
貌
は
相
国
寺
本
を
含
め
他
の
後
水
尾
院

図
２

後
水
尾
院
像

眞
如
寺
蔵

四
二



像
と
同
様
の
特
徴
を
有
し
て
い
る
。
箱
の
蓋
表
に
は
墨
書
で
「
後
水
尾
院
尊

影

真
如
寺
什
」、
蓋
裏
に
「
後
水
尾
院
尊
像

獅
子
吼
院
宮
御
筆
」
と
墨

書
が
あ
り
、
作
者
が
知
ら
れ
る
。
獅
子
吼
院
宮
と
は
、
後
水
尾
院
の
子
、
堯

恕
法
親
王
で
あ
る
。
堯
恕
法
親
王
は
前
述
の
よ
う
に
院
の
御
影
の
描
き
手
と

し
て
は
随
一
の
人
物
で
あ
る
。
眞
如
寺
へ
こ
の
御
影
が
下
賜
さ
れ
た
時
期
は

不
明
で
あ
る
が
、
こ
ち
ら
の
塔
頭
も
ま
た
相
国
寺
と
同
様
に
、
後
水
尾
院
の

早
逝
し
た
子
へ
の
想
い
が
随
所
に
残
る
寺
院
で
あ
る
。
眞
如
寺
は
歴
代
の
宝

鏡
寺
門
跡
の
墓
所
が
あ
り
、
後
水
尾
院
の
皇
女
で
宝
慶
寺
二
〇
世
、
仙
壽
院

宮
理
昌
女
王
（
一
六
三
一
〜
一
六
五
六
）
が
明
暦
二
年
（
一
六
五
六
）
に
二

十
六
歳
で
薨
去
し
た
お
り
も
眞
如
寺
の
境
内
に
葬
ら
れ
、
墓
所
と
な
っ
た
。

『
宝
鏡
寺
歴
代
皇
女
住
職
之
略
記
』（
相
国
寺
蔵
）
に
そ
の
略
傳
が
載
る
。
ま

た
、『
隔
蓂
記
』
に
は
他
界
後
の
後
水
尾
院
の
動
向
が
記
さ
れ
て
お
り
、
仙

壽
院
宮
追
善
の
た
め
真
如
寺
に
堂
宇
を
寄
進
し
た
こ
と
な
ど
も
確
認
で
き

（

）

る
。『
隔
蓂
記
』
明
暦
二
年
正
月
八
日
条
に
そ
の
薨
去
が
記
さ
れ
た
後
、
同

（

）

年
五
月
六
日
条
に
眞
如
寺
法
堂
再
建
に
つ
い
て
話
し
合
い
が
さ
れ
た
こ
と
が

（

）

記
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
年
の
十
二
月
四
日
条
に
は
法
堂
が
「
仙
洞
御
建

立
」、
後
水
尾
院
に
よ
っ
て
寄
進
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
、
そ
の
落
慶
供
養

に
相
国
寺
一
山
の
僧
侶
が
あ
つ
ま
り
、
法
要
を
執
り
行
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
。
そ
し
て
そ
の
法
要
中
に
「
拈
香
之
前
遷
座
小
諷
経
之
次
仙
壽
院
宮
昌
長

老
之
小
諷
経
有
之
需
西
堂
焼
香
也
」
と
、
仙
壽
院
宮
へ
の
諷
経
が
組
み
込
ま

れ
て
お
り
、
こ
の
法
堂
の
寄
進
が
後
水
尾
院
に
よ
る
仙
壽
院
宮
追
善
の
も
の

で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
四
日
後
の
八
日
条
に
、
眞
如

寺
に
お
い
て
施
食
が
あ
っ
た
こ
と
、
そ
れ
が
「
仙
壽
院
殿
尼
宮
之
小
祥
忌

也
」
つ
ま
り
一
周
忌
の
法
要
の
一
環
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
寛
文
二
年
（
一
六
六
二
）
に
は
後
水
尾
院
の
仙
洞
御
所
の
釈
迦
三

尊
像
が
寄
進
さ
れ
、
法
堂
の
本
尊
と
し
て
安
置
さ
れ
た
。
な
お
、
眞
如
寺
に

は
明
暦
二
年
に
安
置
さ
れ
た
と
い
う
仙
壽
院
宮
の
木
像
も
後
水
尾
院
寄
進
の

法
堂
に
現
存
す
る
が
、
そ
の
修
復
の
折
、
中
に
約
一
〇
〇
枚
に
及
ぶ
墨
書
が

発
見
さ
れ
、
仙
壽
院
宮
供
養
の
た
め
、
自
筆
の
も
の
を
納
入
し
た
の
で
は
な

い
か
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
早
逝
し
た
子
の
追
善
の
た
め
、
寺
院
に
子
の
木

像
と
、
木
像
を
安
置
す
る
堂
宇
を
寄
進
す
る
行
為
は
、
金
剛
壽
院
早
逝
の
折

に
本
山
相
国
寺
に
開
山
堂
を
寄
進
し
、
木
像
を
安
置
し
た
こ
と
と
共
通
す

る
。さ

ら
に
、
真
如
寺
に
残
る
明
治
か
ら
大
正
に
か
け
て
の
写
真
の
中
に
は
、

（

）

本
御
影
を
掛
け
て
法
要
を
し
た
と
推
測
で
き
る
も
の
も
残
っ
て
い
る
。
そ
れ

が
後
水
尾
院
の
二
〇
〇
回
忌
の
法
要
で
あ
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
院
が

外
護
し
た
寺
院
に
御
影
が
残
り
、
法
要
が
と
り
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が

こ
こ
に
も
確
認
で
き
る
。
本
山
相
国
寺
と
同
様
、
早
逝
し
た
子
の
木
像
を
安

置
し
、
堂
宇
を
た
て
、
様
々
な
寄
進
を
行
っ
て
供
養
を
し
た
寺
院
に
、
院
自

身
の
御
影
が
残
り
、
院
の
回
忌
法
要
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
眞
如
寺
の
事
例
か

ら
も
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

ま
と
め

以
上
、
相
国
寺
に
伝
来
す
る
「
後
水
尾
天
皇
像
」
は
、
有
栖
川
幸
仁
親
王

が
、
祖
父
の
後
水
尾
院
の
御
影
を
描
き
、
そ
の
上
部
の
色
紙
形
に
、
霊
元
院

相
国
寺
所
蔵
「
後
水
尾
天
皇
像

幸
仁
親
王
筆
」
に
つ
い
て

四
三



（
後
水
尾
院
皇
子
・
幸
仁
親
王
の
叔
父
）
が
後
水
尾
院
詠
歌
を
着
讃
し
た
も

の
で
あ
る
。
御
影
の
描
き
方
や
和
歌
書
は
後
水
尾
院
存
命
時
に
作
成
さ
れ
た

自
讃
像
の
手
法
が
踏
襲
さ
れ
て
お
り
、
後
水
尾
院
の
御
影
が
子
孫
に
よ
っ
て

模
さ
れ
て
い
く
際
の
規
範
の
存
在
が
う
か
が
え
る
。
さ
ら
に
、
箱
書
や
相
国

寺
の
記
録
か
ら
、
詳
細
な
拝
領
の
経
緯
が
明
ら
か
と
な
っ
て
お
り
、
檀
越
と

な
っ
た
貴
顕
へ
の
寺
側
の
対
応
も
確
認
で
き
る
、
貴
重
な
遺
例
と
い
え
よ

う
。

注（
１
）
赤
松
俊
秀
氏
の
校
訂
に
よ
り
翻
刻
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。『
隔
蓂

記
』
鹿
苑
寺

一
九
五
八
年

（
２
）
熊
倉
功
夫
氏
『
後
水
尾
院
』
朝
日
新
聞
社

一
九
八
二
年

久
保
貴
子
氏
『
後
水
尾
天
皇
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房

二
〇
〇
八
年

（
３
）
藤
井
譲
治
氏
・
吉
岡
真
之
氏
監
修
『
後
水
尾
天
皇
実
録
』
ゆ
ま
に

書
房

二
〇
〇
五
年

※
宮
内
省
図
書
寮
編
修
課
編
纂
『
天
皇
皇
族
実
録
』（
一
九
三
一
〜

一
九
四
四
刊
）
の
う
ち
、『
後
水
尾
天
皇
実
録
』
部
分
の
影
印
。

（
４
）
日
下
幸
男
氏
『
後
水
尾
院
の
研
究
』
勉
誠
出
版

二
〇
一
七
年

（
５
）
倉
光
活
文
氏
「
後
水
尾
法
皇
と
隠
元
禅
師
」『
禅
宗
』
二
六
四

一
九
一
七
年

辻
善
之
助
氏
「
後
水
尾
天
皇
の
禅
宗
御
信
仰
」『
禅
宗
』
四
〇
三

│
四
〇
四

一
九
二
八
年

辻
善
之
助
氏
「
後
水
尾
天
皇
の
御
信
仰
」『
日
本
仏
教
史
八
近
世

編
之
二
』
岩
波
書
店

一
九
五
三
年

玉
田
奈
都
美
氏
「
後
水
尾
院
が
帰
依
し
た
寺
院
と
僧
侶
」『
戒
律

文
化
』
七

二
〇
〇
九
年

（
６
）
藤
懸
静
也
氏
「
後
水
尾
院
の
宸
影
に
就
て
」『
史
学
雑
誌
』
三
六

│
一
〇

一
九
二
五
年

（
７
）
是
沢
恭
二
氏
「
後
水
尾
天
皇
の
御
画
像
」『
東
京
国
立
博
物
館
研

究
誌
』
九
八

一
九
五
九
年

（
８
）
門
脇
む
つ
み
氏
「
後
水
尾
天
皇
時
代
の
宮
廷
絵
画
」『
天
皇
の
美

参
考

後
水
尾
院
略
系
譜

四
四



術
史
四

雅
の
近
世
、
花
開
く
宮
廷
絵
画
』
吉
川
弘
文
館

二
〇
一

七
年

（
９
）
注
（
３
）
参
照

（

）
大
分
県
蒲
江
町
「
相
国
寺

金
閣
寺

銀
閣
寺

名
宝
展
」
展
図

録

一
九
九
八
年

読
売
新
聞
大
阪
本
社
「
大
本
山

相
国
寺
と
金
閣
・
銀
閣
の
名

宝
」
展
図
録

二
〇
〇
四
年

（

）
相
国
寺
承
天
閣
美
術
館
「
温
故
礼
讃
」
展
図
録
（
二
〇
一
八
年
）

に
簡
単
な
解
説
を
付
し
た

（

）
大
阪
青
山
歴
史
博
物
館
所
蔵
「
後
水
尾
天
皇
画
像
」
後
水
尾
天
皇

宸
翰
和
歌
賛

泉
涌
寺
所
蔵
「
後
水
尾
天
皇
御
尊
影
」
堯
如
法
親
王
筆

同

普
明
院
宮
（
林
丘
寺
宮
）
筆
本

同

林
丘
寺
宮
筆

真
敬
法
親
王
賛
本

同

長
楽
寺
旧
蔵
本

同

萬
福
寺
万
松
院
旧
蔵
本

法
常
寺
所
蔵
「
後
水
尾
天
皇
像
」
真
敬
法
親
王
筆

宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
「
後
水
尾
天
皇
御
画
像
」
尾
形
光
琳
筆

久

邇
宮
本

等
、
個
人
蔵
本
も
含
め
複
数
確
認
さ
れ
る
。

（

）
袈
裟
を
く
る
む
布
に
は
以
下
の
墨
書
が
あ
る
。

後
水
尾
天
皇
所
賜
鳳
林
章
長
老
／
金
襴
法
衣
九
條

壹
肩
／
鳳
林

和
尚
私
記
曰
承
応
三
甲
午
歳
舎
十
二
月
廿
六
日
／
此
金
襴
法
衣

金
襴
坐
具

段
子
之
包
従
／
太
上
法
皇
拝
領
頂
戴

聖
恩
難
勝
計

者
也
云
云

而
令
坐
具
包
失
所
在
矣
／
見
鹿
苑

周
顥
誌

（

）
後
段
御
振
舞
之
時
、
仙
洞
度
々
被
為
成

御
着
、
勅
衣
之
御

度
々
被
成

御
掛
在

御
掛
羅
於
予
拝
領
、
寔
辱

恩
恵
、
荷

聖

情
者
也
。
予
即
脱
自
衣
、
而
着

御
衣
・
御
掛
羅
、
而
奉
伸

御
禮

者
也
。

（

）
藤
元
裕
二
氏
「
黄
檗
山
萬
福
寺
所
蔵
・
土
佐
光
成
筆
「
後
水
尾
法

皇
像
」
に
つ
い
て
│
│
法
皇
へ
の
追
慕

萬
福
寺
と
土
佐
派
の
伝

統
」『
黄
檗
文
華
』
一
三
〇

二
〇
一
〇
年

（

）
風
早
公
雄
筆

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
所
蔵

（

）
是
沢
恭
二
氏
「
後
水
尾
天
皇
の
御
画
像
」『
東
京
国
立
博
物
館
研

究
誌
』
九
八

一
九
五
九
年

（

）
藤
岡
大
拙
氏
・
秋
宗
康
子
氏
校
訂
『
相
国
寺
史
料
』
別
巻

思
文

閣
出
版

一
九
九
七
年

『
萬
年
山
聯
芳
録
』
瑞
春
院
第
六
世

天
啓
集
仗

（

）
「
後
西
天
皇
追
善
般
若
心
経

幸
仁
親
王
筆
」
重
要
美
術
品

貞

享
二
年
（
一
六
八
五
）
相
国
寺
蔵

等

（

）
『
後
水
尾
院
御
集
』
雑
雑
【
一
〇
六
五
〜
六
七
】（『
私
家
集
大
成
』

内
閣
文
庫
本
（
二
〇
一
・
三
四
六
））

鈴
木
健
一
著
、
久
保
田
淳
監
修
『
後
水
尾
院
御
集
』（
和
歌
文
学

大
系
六
八

明
治
書
院

二
〇
〇
三
年
）

な
お
、「
時
あ
り
て
」
歌
は
『
風
の
し
か
ら
み
』（
安
永
二
年
・
一

相
国
寺
所
蔵
「
後
水
尾
天
皇
像

幸
仁
親
王
筆
」
に
つ
い
て

四
五



七
七
三
）
で
土
佐
光
起
の
描
い
た
御
影
の
着
賛
歌
と
あ
り
、
石
上
宣

続
『
卯
花
園
漫
録
』（
文
化
六
年
・
一
八
〇
六
）
で
は
辞
世
の
和
歌

と
さ
れ
る
。

（

）
「
御
落
餝
規
式
」
の
項

（

）
相
国
寺
塔
之
柱
立
也
夜
中
寅
刻
之
柱
立
也
満
山
有
諷
経
也

（

）
相
国
寺
塔
婆
本
尊
大
日
如
来
安
座

大
仏
師
左
京
法
眼
来
、
令
入

仏
也

午
刻
有
諷
経

（

）
自

仙
洞
被

仰
付
、
寶
篋
印
陀
羅
尼
経
一
巻
被

出
、
相
国
寺

之
塔
中
江
御
籠
被

成
度

勅
命
、
各
令
相
談
、
箱
之
様
子
可
申
上

之

仰
也

（

）
晴
天
、
斎
了
、
赴
慈
照
院
而
逢
晫
東
堂
、
自

仙
洞
被

仰
出
、

寶
篋
印
陀
羅
尼
経
之
古
筆
一
巻
、
相
国
寺
塔
婆
江
御
籠
可
被
成
之

仰
之
事
、
相
談
可
仕
之

仰
故
、﹇
相
對
﹈
令
相
談
也

（

）
相
国
寺
蔵
。『
仙
洞
懺
法
并
陞
座
拈
香
入
室
記
』
と
合
綴

（

）
太
上
法
皇
承
応
二
年
春
之
季
撰
地
就
東
京
相
国
承
天
禅
寺
西
邊
之

地
、
建
造
三
層
宝
塔
内
納
落
飾
御
剃
髪
玉
歯
落
又
後
光
明
院
御
髪
之

毛
髪
、
又
納
三
粒
舎
利
宝
筐
院
陀
羅
尼
経
云
々

（

）
夕
食
以
後
赴
勧
修
寺
黄
門
公
當
年
之
初
也
来
年
禁
裏
新
造
以
故
御

殿
一
宇
拝
領
仕
相
国
寺
方
丈
致
造
営
之
望
為
談
合

（

）
自

仙
洞
、
御
殿
拝
領
、
相
国
寺
之
方
丈
造
営
之
訴
訟
相
調
也

禁
中
臺
屋
拝
領
也

（

）
今
日

禁
中
御
殿
共
拝
領
之
方
々
仁
江
被
相
渡
御
殿
也
相
国
寺
拝

領
亦
今
日
相
請
取
也

（

）
寛
文
六
丙
午
年

後
水
尾
院
太
上
法
皇
為
金
剛
壽
院
尊
儀
追
薦
崇

壽
院
御
再
興
開
山
塔
也

（

）
藤
井
譲
治
氏
・
吉
岡
真
之
氏
監
修
『
後
水
尾
天
皇
実
録
』
ゆ
ま
に

書
房

二
〇
〇
五
年

寛
文
七
年
三
月
廿
三
日
伝
聞
今
日
相
国
寺
祖
師
堂
之
供
養
ニ
候
是

ハ
故
式
部
卿
宮
薨
御
之
後
法
皇
御
愁
歎
不
已
之
餘
令
建
彼
堂
給
也
仍

テ
今
日
為
勅
会
被
修
之
ニ
候

（

）
拙
稿
「
後
水
尾
院
「
圓
明
」「
金
剛
壽
院
」」『
美
術
フ
ォ
ー
ラ
ム

２１
』
四
〇

二
〇
一
九
年

（

）
十
二
月
七
日
、
瑞
春
和
尚
、
預
以
竹
内
三
品
惟
庸
卿
、
所
奏
達
于

仙
洞
之

後
水
尾
院
尊
像
勅
賛
、
出
来
拝
領
、
則
刻
、
山
中
諸
老
於

凾
丈
拝
覧

同
、
上
方
慈
照
和
尚
、
詣
竹
内
亭
、
被
述

勅
賛
謝
詞

同
十
二
日
、
為

勅
賛
御
禮
竹
内
亭
迄
、
瑞
春
和
尚
、
献
上
物
両

種
持
参

（

）
『
参
暇
寮
日
記
』
に
確
認
で
き
る
回
忌
法
要
は
、
以
下
、
元
禄
六

（
一
六
九
三
）
年
八
月
十
九
日
（
平
年
御
忌
）、
元
禄
九
（
一
六
九

六
）
年
八
月
十
九
日
（
十
七
回
御
忌
）、
宝
永
元
（
一
七
〇
四
）
年

八
月
十
九
日
（
二
十
五
回
御
忌
）、
正
徳
二
（
一
七
一
二
）
年
八
月

十
九
日
（
三
十
三
回
御
忌
）、
享
保
十
四
（
一
七
二
九
）
年
八
月
十

九
日
（
五
十
年
遠
御
忌
）、
安
永
八
（
一
七
七
九
）
年
八
月
十
九
日

（
一
百
年
遠
御
忌
）
文
政
十
二
（
一
八
二
九
）
年
八
月
十
七
日
（
一

百
五
十
年
遠
忌
）
で
あ
る
。

四
六



（

）
冷
泉
為
人
監
修
『
寛
永
文
化
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
』
思
文
閣
出
版

一
九
九
八
年

（

）
宝
鏡
寺
宮
他
界
廿
六
歳
也
仙
壽
院
久
嶽
理
昌
尊
霊

（

）
斎
了
前
住
衆
西
堂
評
定
衆
相
留
而
真
如
寺
法
堂
之
修
造
大
工
之
評

議
有
之

（

）
四
日
晴
天
真
如
寺
之
法
堂
今
度
従

仙
洞
御
建
立
故
供
養
今
日
有

之
也
真
如
寺
之
輪
番
之
當
住
之
西
堂
者
雪
峰
需
西
堂
也
相
国
寺
在
寺

一
山
請
待
也

（

）
眞
如
寺
ご
住
職
、
江
上
正
道
氏
の
ご
指
摘
に
よ
る
。
こ
こ
に
記
し

て
御
礼
申
し
上
げ
る
。

﹇
謝
辞
﹈

総
本
山
御
寺
泉
涌
寺
心
照
殿
学
芸
員
西
谷
功
氏
を
は
じ
め
、
貴
重
な
作

品
の
閲
覧
を
ご
許
可
い
た
だ
け
ま
し
た
方
々
に
、
厚
く
御
礼
申
し
上
げ

る
。

（
ほ
ん
だ
・
じ
ゅ
ん
こ

相
国
寺
承
天
閣
美
術
館
学
芸
員
）

相
国
寺
所
蔵
「
後
水
尾
天
皇
像

幸
仁
親
王
筆
」
に
つ
い
て

四
七


